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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４０％（重量）～６０％（重量）のバインダ原料および４０％（重量）～６０％（重量
）のシリアル混合物を含むシリアル製品であって、前記バインダ原料は、ステアリドン酸
（ＳＤＡ）強化油およびレシチンを含み、ここに、前記ＳＤＡ強化油は１０％（重量）～
３０％（重量）のＳＤＡを有する、シリアル製品。
【請求項２】
　前記ＳＤＡ強化油は、ＳＤＡ強化大豆油である、請求項１に記載のシリアル製品。
【請求項３】
　前記バインダ原料は、（ｉ）大豆油、キャノーラ油、トウモロコシ油、菜種油、椰子油
、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される液体油；（ｉｉ）糖シロップおよ
び糖アルコールから成る群から選択される少なくとも１つの甘味料；または（ｉｉｉ）保
湿剤、酸化防止剤、および塩のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項１または２に
記載のシリアル製品。
【請求項４】
　前記シリアル混合物は、ロールドオート、ナゲット／クリスプ微粒子、ドライミリング
されたコーンミール、小麦、米、大麦、およびそれらの組み合わせのうちの少なくとも１
つを含む、請求項１または２に記載のシリアル製品。
【請求項５】
　スナックバーの形態である、請求項１または２に記載のシリアル製品。
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【請求項６】
　前記バインダ原料は、（ｉ）大豆油、キャノーラ油、トウモロコシ油、菜種油、椰子油
、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される液体油；（ｉｉ）糖シロップおよ
び糖アルコールから成る群から選択される少なくとも１つの甘味料；または（ｉｉｉ）保
湿剤、酸化防止剤、および塩のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項５に記載のス
ナックバー。
【請求項７】
　前記バインダ原料は、０．５％（重量）～１．５％（重量）のレシチン、１．０％（重
量）～５．０％（重量）の保湿剤、０．００５％（重量）～０．０２％（重量）の酸化防
止剤、および０．２％（重量）～１．０％（重量）の塩をさらに含む、請求項５に記載の
スナックバー。
【請求項８】
　前記シリアル混合物は、ロールドオート、ナゲット／クリスプ微粒子、ドライミリング
されたコーンミール、小麦、米、大麦、およびそれらの組み合わせのうち少なくとも１つ
を含む、請求項５に記載のスナックバー。
【請求項９】
　キャラメル、チョコレート、ヨーグルト、果実、ナッツ、グレイン、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択されるコーティングをさらに含む、請求項５に記載のスナッ
クバー。
【請求項１０】
　前記スナックバーは、多層スナックバーである、請求項５に記載のスナックバー。
【請求項１１】
　人が消費するための請求項１または２に記載のシリアル製品を生産する方法であって、
　ａ．１０％（重量）～３０％（重量）のＳＤＡを含むステアリドン酸（ＳＤＡ）強化油
およびレシチンを含むバインダ原料を提供することと、
　ｂ．シリアル混合物を提供することと、
　ｃ．前記バインダ原料で前記シリアル混合物をコーティングして、前記シリアル製品を
作製することと、
を含む、方法。
【請求項１２】
　１０５°Ｆ（４１℃）～１１０°Ｆ（４３℃）の温度まで前記甘味料および前記保湿剤
を加熱して、前記ＳＤＡ強化大豆油と配合する前に液体構成物質を形成することをさらに
含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　塩および酸化防止剤のうちの少なくとも１つと前記液体構成物質を混合することと、前
記ＳＤＡ強化大豆油と配合する前に、１６０°Ｆ（７１．１℃）～１７０°Ｆ（７６．７
℃）の温度まで前記混合物を加熱することと、をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記シリアル製品をシート状に広げることと、前記シート状シリアル製品を、３０分間
放置させることと、をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　キャラメル、チョコレート、ヨーグルト、果実、ナッツ、グレイン、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択されるコーティングで前記シート状シリアル製品をコーティ
ングすることをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有益な脂肪酸の組み込みによる、グラノーラ等のシリアル製品およびスナッ
クバーの所望の特性の増強に関する。より具体的には、ステアリドン酸を含む、ポリ不飽
和脂肪酸を含むシリアル製品、およびその製品を生産する方法に関する。これらの改質さ
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れたシリアル製品は、従来のシリアル製品と比較して、保存期間を維持しながら栄養価に
おける改善を示す。
【背景技術】
【０００２】
　本開示は、グラノーラ等のシリアル製品、およびステアリドン酸（「ＳＤＡ」）または
ＳＤＡ強化油を含むスナックバーを対象とする。具体的には、本開示は、改善された栄養
価を有するシリアル製品、およびシリアル製品を生産する方法を提供する。
【０００３】
　従来より、スナックバーは、おやつまたは褒美と見なされている。しかしながら、近年
、スナックバーは、食事の時間がない「忙しい」人々の唯一の栄養源として頻繁に使用さ
れるため、食事の代わりとして、消費者の代表的な選択肢になった。故に、今日、スナッ
クバーの考案は、常に変化する消費者の嗜好および期待（例えば、「健康によい」、「豊
富なタンパク質源」、または「独特の味がする」）を満たすために、複雑なプロセスであ
る可能性がある。したがって、今日、大半のスナックバー製造者は、得られるバーの健康
的イメージの興味を沸かせるように、バーに変化を組み込むことを試みる。
【０００４】
　多くの研究が、食物脂肪と肥満およびアテローム性動脈硬化等の病理とを生理学的に関
連付けている。時に、脂肪摂取は、医療機関によって推奨されない。最近になって、食物
脂肪とそれらの健康への有益性との間の性質上の違いが認識されてきている。
【０００５】
　近年の研究は、それらの比較的単純な生物学的構造にもかかわらず、いくつかの方法で
身体機能を改善するように見える、いくつかの種類の脂肪が存在することを決定している
。実際、いくつかの脂肪は、ある生理学的プロセスに必須であり得る。そのより広範な分
類の脂肪分子には、脂肪酸、イソプレノール、ステロイド、他の脂質、および油溶性ビタ
ミンが挙げられる。これらの中に、脂肪酸がある。脂肪酸は、「主鎖」に、２～２６個の
炭素原子を有し、それらの糖鎖構造に不飽和部位が全くないか、またはわずかを含むカル
ボン酸である。それらは一般的に約４．５の解離定数（ｐＫａ）を有し、正常な身体状態
（７．４の生理学的ｐＨ）で、圧倒的多数が解離型であることを示唆している。
【０００６】
　実験が継続され、当業者は、飲食物における脂肪、特に脂肪酸の栄養的必要性を理解し
始めている。この理由により、食品業界の多くは、食品生産の新たな焦点として、改質さ
れた製品を消費する消費者へのその結果的利点を有する、脂肪酸および脂質技術に焦点を
置き始めた。この焦点は、特に、オメガ３脂肪酸の生産および飲食物への組み込みに集中
している。オメガ３脂肪酸は、分子のメチル末端から３番目の炭素原子で始まる第１の二
重結合（「不飽和」）を含む、長鎖ポリ不飽和の脂肪酸（１８～２２炭素原子の鎖長）（
ＬＣ－ＰＵＦＡ）である。それらは、それらの分子が、それらの炭水化物鎖に２つ以上の
二重結合の「不飽和」を有するために、「ポリ不飽和」と呼ばれる。それらは、それらの
炭素主鎖が少なくとも１８個の炭素原子を有するため、「長鎖」脂肪酸と称される。ステ
アリドン酸「ＳＤＡ」に加えて、脂肪酸のオメガ３族には、アルファリノレン酸（「ＡＬ
Ａ」）、エイコサテトラエン酸（ＥＴＡ）、エイコサペンタエン酸（「ＥＰＡ」）、ドコ
サペンタエン酸（ＤＰＡ）、およびドコサヘキサエン酸（「ＤＨＡ」）が含まれる。ＡＬ
Ａは、ＥＰＡおよびＤＨＡが、ＳＤＡの生産を含む一連の酵素反応によって身体内で形成
されることから、「基本的」オメガ３脂肪酸と見なすことができる。ほとんどの栄養学者
は、ＤＨＡおよびＥＰＡが、最も有益な効果を有し、オメガ３脂肪酸の中で生理学的に最
も重要であると指摘する。しかしながら、ＳＤＡもまた、有意な健康への有益性を有する
ことが示されている。例えば、参照によって本明細書に組み込まれる、米国特許出願第７
，１６３，９６０号を参照されたい。さらに、ＳＤＡは、赤血球細胞のＥＰＡレベルを容
易に増強させることが明らかになっている。
【０００７】
　ＡＬＡからの合成過程は、それぞれ、「伸長」（すなわち、分子が、新しい炭素原子を
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組み込むことによって長くなる）、および「不飽和化」（すなわち、新しい二重結合が生
成される）と呼ばれる。天然では、ＡＬＡは、主に一定の植物の葉および種（例えば、亜
麻）に見られるが、ＥＰＡおよびＤＨＡは、たいてい、冷水の補食魚（例えば、マグロ、
マス、イワシ、およびサケ）の組織、およびそれらが食べるいくつかの海藻または微生物
中で生じる。
【０００８】
　単に、社会的消費のためのＬＣ－ＰＵＦＡの適切な供給の保証に伴う困難さに加えて、
ＬＣ－ＰＵＦＡを食品製品に加工するための費用は、しばしば、制限される。これらのオ
メガ３脂肪酸、および他のＬＣ－ＰＵＦＡのうちのいくつかは、迅速に酸化され得ること
から、望ましくない匂いおよび香味につながる。したがって、酸化速度を低下するために
、食品加工業者は、冷凍状態の油を流通させるか、または所望の脂肪酸をカプセル化しな
ければならず、それぞれは、加工費用および消費者へのその後の費用を大幅に増大する。
この増大した費用にもかかわらず、食品会社は、確実な供給を開発することができれば、
健康志向の消費者は、改善した飲食物に対してわずかな割り増し料金を払っても構わない
であろうと考えているため、オメガ３脂肪酸および一般的により健康な食品油の供給に興
味を示している。
【０００９】
　健康なヒトの飲食物における重要な構成要素として必須脂肪および油を開発し、提供す
る食品会社の動きに伴い、政府は、飲食物へのＰＵＦＡの取り入れを奨励するための規定
の作成を開始している。しかしながら、高まる市場需要を満たすために十分な、オメガ３
含有油の大口供給を開発することができないため、これらの必要性を満たすことが困難で
ある。具体的に、近年では、食品会社は、すでに枯渇した世界的な魚種資源が、オメガ３
脂肪酸に対する今後のヒトの栄養必要量におけるいかなる有意な増加も満たすことができ
ないことを認識し始めた。
【００１０】
　さらに、すでに述べたように、オメガ３脂肪酸は商業的に高価なものと見なされ、海洋
源で提供されるＥＰＡおよびＤＨＡもまた、非常に速い時間で化学的に酸化され、商業的
に可用性を制限する。重要なことに、ＥＰＡおよびＤＨＡの急速な分解過程の間に、これ
らの長鎖脂肪酸は、悪臭があり、ひどく不満足な感覚的性質（例えば、魚臭および味）を
発達させ、商業的採用の観点から、多くの食料品または製品へのそれらの含有が困難にな
るか、あるいは不可能になる。そのため、食品製品へオメガ３脂肪酸を組み込むという、
以前の試みは、それらが非常に不安定なＥＰＡまたはＤＨＡの追加を含んだため、あまり
成功しなかった。
【００１１】
　さらに、αリノレン酸（ＡＬＡ）等の従来のオメガ３脂肪酸を組み込む試みは、これら
の脂肪酸が十分効果的に有益な形態に変換されないため、実用的ではない。栄養学的研究
は、ＳＤＡは、ＡＬＡに比べて、インビボで３～４倍より効果的に、ヒトのＥＰＡに変換
されるということを示した（Ｕｒｓｉｎ，２００３）。
【００１２】
　供給、安定性および調達上のこれらの制限は、費用を大きく増加させ、それに対応して
、飲食物性オメガ３脂肪酸の入手可能度を制限する。故に、食料品、特に、シリアル製品
の栄養価および保管期間を増強する必要性が存在する。本開示のＳＤＡ含有シリアル製品
組成は、特定の消費者に必要な食物脂肪を提供するだけでなく、シリアル製品の商業生産
のための他の食物改善も提供する。
【００１３】
　加えて、商業的に許容可能な方法で、シリアル製品にＥＰＡおよびＤＨＡまたは重要な
前駆体を提供する、消費者が許容可能な手段を提供する必要性がある。当開示は、有益な
オメガ３脂肪酸を含む、シリアル製品の形での魚または微生物によって供給されるオメガ
３脂肪酸の代替物を提供し、改善された費用効率の高い生産および遺伝子導入植物に由来
する豊富な供給を提示する源として、比較的化学的に安定したオメガ３脂肪酸（ＳＤＡ）



(5) JP 5701290 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

を利用して、それを行う。
【発明の概要】
【００１４】
　本開示は、得られる製品における脂肪酸プロファイル、および／または最終消費者の健
康を改善するためにシリアル製品の使用に有意な量のステアリドン酸（１８：４ω３）を
含有するように設計される遺伝子導入植物からの油の組み込みを包含する。当開示の実施
形態に従って、ＳＤＡ含有油は、亜麻仁等の従来のオメガ３の代替物に比較して、強化し
た栄養価を提供し、魚油に関連する不味および低い安定特性がない。したがって、本開示
の好ましい実施形態は、ＳＤＡ等の有益なポリ不飽和脂肪酸の増加したレベルを有するシ
リアル製品を含む。
【００１５】
　本開示の特定の一実施形態において、シリアル製品を提供する。シリアル製品は、バイ
ンダ原料およびシリアル混合物を含む。バインダ原料は、ＳＤＡ強化油を含む。
【００１６】
　本開示の別の実施形態において、ＳＤＡ強化大豆油を含むスナックバーを提供する。ス
ナックバーは、バインダ原料およびシリアル混合物を含む。バインダ原料は、ＳＤＡ強化
油、少なくとも１つの甘味料、および少なくとも１つの保湿剤を含む。
【００１７】
　さらに、上述のとおりシリアル製品を作製する方法を開示する。これらの方法は、ＳＤ
Ａ強化油を含むバインダ原料を提供することと、シリアル混合物を提供することと、バイ
ンダ原料でシリアル混合物をコーティングして、シリアル製品を作製することと、を含み
得る。
【００１８】
　ＳＤＡ強化油を得るための例示的ステアリドン酸源には、遺伝子組み換え大豆、遺伝子
組み換え大豆油、遺伝子組み換えキャノーラ、遺伝子組み換えキャノーラ油、エキウム、
およびエキウム油が挙げられる。付加的なステアリドン酸源は、大豆、ベニバナ、キャノ
ーラ、エキウム、およびトウモロコシを含み得る。
【００１９】
　少なくとも一実施形態において、ＳＤＡ強化油は、約１０％（重量）～約６０％（重量
）のＳＤＡを含む。別の実施形態において、ＳＤＡ強化油は、約１０％（重量）～約３０
％（重量）のＳＤＡを含む。さらにより特に好ましい実施形態において、ＳＤＡ強化油は
、約２０％（重量）のＳＤＡを含む。
【００２０】
　少なくとも一実施形態において、ＳＤＡ強化油を含むシリアル製品は、４２グラムの分
量のシリアル製品当たり約３７５ｍｇのＳＤＡ強化油を含む。この量は、Ｊａｍｅｓら（
２００３）に基づき、組織内のＥＰＡを強化するために必要とされる１日当たりの最小限
の量のＳＤＡを最終消費者に確実に提供する。
【００２１】
　本開示の他の特徴および利点が、添付の図面を参照して、本開示の好ましい実施形態の
次の詳細な説明から明白となるだろう。
定義
【００２２】
　次の定義は、当業者が本開示の全範囲をより容易に理解することを助けるために提供さ
れる。しかしながら、下記に提供される定義で示すように、提供される定義は、そのよう
に示されない限り、排他的であることを意図しない。むしろ、それらは当業者が本開示の
様々な描写的な実施形態に焦点を合わせるために提供される、好ましい定義である。
【００２３】
　本明細書に使用されるとき、「シリアル製品」という用語は、少なくとも１種類のグレ
インまたはシリアル材料を含む、任意の食品製品を指す。典型的には、シリアル製品は、
朝食用シリアル、グラノーラ、スナックバー、および同等物の形態であることができる。



(6) JP 5701290 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

【００２４】
　本明細書に使用されるとき、「スナックバー」という用語は、シート形態に圧縮され、
個々のバーに切り分けられているシリアルバーを指す。
【００２５】
　本明細書に使用されるとき、「ＳＤＡ強化油」という用語は、少なくとも約１０％（重
量）のＳＤＡを含む油を指す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
ＳＤＡの生産：
　本開示は、ヒトの健康を改善する試みにおける、ステアリドン酸の植物を基盤とする生
産のための改善した方法のためのシステムならびにヒトの飲食物へのその組み込みに関す
る。本生産は、食品への商業用の組み込みを可能にするような、十分に高い産出量でＳＤ
Ａを生産するように設計される遺伝子導入植物の利用によって可能になる。当開示の目的
のため、酸および塩の形の脂肪酸、例えば、酪酸および酪酸塩、アラキドン酸およびアラ
キドン酸塩は、置き換え可能な化学的形態であると見なされる。
【００２７】
　全ての高等植物は、主要１８炭素ＰＵＦＡのＬＡおよびＡＬＡ、ならびにいくつかの場
合ＳＤＡ（Ｃ１８：４ｎ３、ＳＤＡ）を合成する能力を有するが、少数は、アラキドン酸
（ＡＡ）、ＥＰＡまたはＤＨＡを生産するため、さらに伸長し、これらを不飽和にするこ
とが可能である。高等植物でのＥＰＡおよび／またはＤＨＡの合成は、故に、ＬＡをＡＡ
、またはＡＬＡをＥＰＡおよびＤＨＡに変換させることを必要とされる全ての生合成酵素
をコードする、いくつかの遺伝子の導入を必要とする。ヒトの健康におけるＰＵＦＡの重
要性を考慮すると、遺伝子組み換えの油種でのＰＵＦＡの成功した生産（特にｎ－３分類
）は、ひいては飲食物への使用のためのこれらの必須脂肪酸の持続可能な源を提供し得る
。ほとんどのＰＵＦＡ合成真核生物で機能する「従来型の」好気性経路は、γリノレン酸
（ＧＬＡ、１８：３ｎ６）およびＳＤＡを産出するためにＬＡおよびＡＬＡ双方のΔ６の
不飽和から始まる。
【００２８】
　表１を見ると、当開示の油組成物に相対する油組成物の「標準」範囲を構成する基準を
提供することが重要である。主として重要な可食油および脂肪のための基本組成基準を確
立するために使用されるデータの重要な供給源は、英国のＬｅａｔｈｅｒｈｅａｄ　Ｆｏ
ｏｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ機関の、農漁食糧省（ＭＡＦＦ）、ｔｈｅ　Ｆｅｄｅ
ｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｏｉｌｓ、およびＳｅｅｄｓ　ａｎｄ　Ｆａｔｓ　Ａｓｓｏｃｉａ
ｔｉｏｎｓ（ＦＯＳＦＡ）である。
【００２９】
　有意義な基準を規定するためには、十分な試料をそれらの油が純正である典型的地理的
起源から採取することが好ましい。ＭＡＦＦ／ＦＯＳＦＡの研究作業において、６００個
を越える、一般的に１０個の異なる地理的起源である、起源および経歴が知られている植
物油種の信頼のおける商業試料は、１１種の植物油のそれぞれのために研究された。抽出
した油は、それらの全体の脂肪酸組成（「ＦＡＣ」）を判定するために分析された。適宜
、トリグリセリド、ステロールおよびトコフェノール組成の２位のＦＡＣ、トリグリセリ
ド炭素数およびヨウ素価、油中のタンパク価、融点、ならびに固体脂肪含有量が判定され
る。
【００３０】
　１９８１年より前に、ＦＡＣデータは、十分な質のデータが得られなかったため、公開
基準に含まれなかった。１９８１年、必須組成基準として、ＦＡＣの範囲を含む基準が承
認された。ＭＡＦＦ／ＦＯＳＦＡの研究作業は、これらの範囲に後の改正のための基準を
提供した。
【００３１】
　一般に、より多くのデータが入手可能になったため、脂肪酸範囲を、１９８１年に採用
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は、１９８１年にコーデックス委員会（ＣＡＣ）により採用された油のＦＡＣの例、およ
び１９９３年に開催されたコーデックス油脂委員会（ＣＣＦＯ）会議で提案された同一の
油の範囲を提供する。
【００３２】
【表１】

源：Ｃｏｄｅｘ　Ａｌｉｍｅｎｔａｒｉｕｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，１９８３年および
１９９３年。
【００３３】
　最近になって、遺伝子導入植物からの油は、生成されている。本開示のいくつかの実施
形態は、遺伝子組み換え大豆油等の遺伝子導入植物製品を組み込み得る。遺伝子導入植物
等を生成するための遺伝子導入植物および方法は、参考文献で見ることが可能である。例
えば、国際公開第２００５／０２１７６１Ａ１号を参照されたい。表２に示されるように
、遺伝子組み換えの大豆油の組成は、受容された基準のものと比べて実質的に異なる。
【００３４】
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【表２】

【００３５】
　本開示の実施形態に従って、合理的に需要を供給するために改質することができる好ま
しい植物種は、大豆、キャノーラ、ヒマワリ、トウモロコシ、およびエチウムであるが、
他の多くの植物も、必要な際および科学的に実践可能である際は含むことができる。本開
示では、ＳＤＡの好ましい源は、高レベルのＳＤＡを生成するように改変されている遺伝
子組み換え大豆である。大豆は、油処理施設で処理され得、米国特許出願第２００６／０
１１１５７８Ａ１号、第２００６／０１１０５２１Ａ１号、および第２００６／０１１１
２５４Ａ１号に説明される方法に一致する方法で抽出され得る。
【００３６】
　一度生産されると、本開示のＳＤＡは、多種多様なシリアル製品の健康特性を改善する
ために使用することができることが認識されるべきである。
バインダ原料：
【００３７】
　上述のとおり、本開示のシリアル製品は、バインダ原料およびシリアル混合物を含む。
一実施形態において、ＳＤＡ強化油に加えて、バインダ原料はさらに、大豆油、キャノー
ラ油、トウモロコシ油、菜種油、椰子油、およびそれらの組み合わせ等の液体油を含み得
る。典型的には、これらの油は、精製、脱色、および防臭される。これらの液体油は、シ
リアル製品に改善した風味を提供する。さらに、椰子油等のいくつかの液体油は、改善さ
れた風味の他に、シリアル製品に対して非トランス脂肪の選択肢を消費者に提供する。
【００３８】
　典型的には、使用の際、バインダ原料は、さらに、約６．０％（重量）未満の量のこれ
らの液体油を含む。より具体的には、バインダ原料は、０．１％（重量）～約６．０％（
重量）の量のこれらの油を含み得る。特定の一実施形態において、バインダ原料は、約４
．１０％（重量）の量の液体油を含む。
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【００３９】
　上記の油の脂肪配合は別として、シリアル製品のバインダ原料は、少なくとも１つの甘
味料を含み得る。甘味料は、最終シリアル製品の風味および食感を改善するためにバイン
ダ原料に添加される。故に、甘味料の種類およびバインダ原料に含まれる甘味料の量は、
消費者により望まれる最終製品の風味によって異なる。
【００４０】
　甘味料はまた、シリアル製品の水分バランスを制御することに役立つことができる。具
体的に、甘味料は、シリアル製品の保管中の水分移動を防止する。故に、甘味料の添加が
ないと、シリアル製品は、時間とともに硬質かつ脆性になり得る。
【００４１】
　好適な甘味料は、コーンシロップ、糖シロップ、および糖アルコールを含むことができ
る。糖シロップは、存在する糖の種類および分量に比例する甘味を提供する。糖シロップ
の添加は、スナックバー等のシリアル製品に所望の甘味を与える、付加的な強力な甘味料
に対する必要性の低減をもたらす。
【００４２】
　スナックバーに使用されるとき、糖シロップの種類はまた、スナックバーの食感にも寄
与することができる。一般に、より低レベルの複合糖質から成る糖シロップは、より軟質
のスナックバーを作製する傾向がある。例えば、６３ＤＥ（デキストロース当量）のコー
ンシロップは、４２ＤＥのコーンシロップと比較して、より軟質のスナックバーを生産す
る。糖シロップは、好適には、高フルクトースコーンシロップ、コーンシロップ、米シロ
ップ、米シロップ固体、スクロース、蜂蜜、およびグルコースフルクトースシロップ、濃
縮果汁、果汁、マルトデキストリン、グレインデキストリン、およびそれらの組み合わせ
からから成る群から選択され得、固体／粉末または液体形態であり得る。一実施形態にお
いて、糖シロップは、６３ＤＥのコーンシロップとしてＴａｔｅ＆Ｌｙｌｅ（Ｄｅｃａｔ
ｕｒ，Ｉｌｌ．）から入手可能な、高デキストロース当量（ＤＥ）の酸・酵素変換コーン
シロップである。６３ＤＥのコーンシロップは、単糖および二糖へ長鎖デキストランを酵
素的に変換して、このコーンシロップに高濃度の発酵性糖を与えることによって作製され
る。別の実施形態において、糖シロップは、高フルクトースコーンシロップである。高フ
ルクトースコーンシロップは、酵素的に由来し、異性化されて、主にデキストロースおよ
びフルクトースから成るサッカリド組成物を作製する、高変換コーンシロップである。
【００４３】
　バインダ原料に１つまたは複数の糖シロップを使用するとき、バインダ原料は、好適に
は、約５％（重量）～約５０％（重量）の糖シロップを含む。より好適には、本実施形態
のバインダ原料は、約１０％（重量）～約４０％（重量）の糖シロップを含む。
【００４４】
　一実施形態において、バインダ原料が糖シロップを含むとき、バインダ原料は、付加的
には、１つ以上の充填剤を含む。充填剤は、一般的に、製品の有効エネルギーに有意に寄
与することなく、つまり、シリアル製品のカロリー量を有意に増加することなく、シリア
ル製品の総容量に寄与する。例えば、シリアル製品内に存在する糖は、典型的には、シリ
アル製品に利用可能なエネルギーに寄与し、そのため、低エネルギーシリアル製品は、し
ばしば、通常、糖によって提供される容積に代わって、それらに添加された充填剤を必要
とする。糖シロップとともに使用するための好適な充填剤には、例えば、マルトデキスト
リン、スターチ、ペクチン、ゼラチン、キサンタン、ジェラン、アルギン、グアー、コン
ニャク、イナゴマメ、オート繊維、大豆繊維、フラクトオリゴ糖、イヌリン、イソマルト
オリゴ糖、小麦デキストリン、トウモロコシデキストリン、エンドウ繊維、およびこれら
の組み合わせを挙げることができる。
【００４５】
　バインダ原料に、糖シロップとともに１つまたは複数の充填剤を使用するとき、バイン
ダ原料は、好適には、約５％（重量）～約３０％（重量）の充填剤を含む。
【００４６】
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　別の実施形態において、バインダ原料に使用される甘味料は、糖アルコールを含む。糖
アルコールは、共通して、ポリオールまたは多価アルコールと称され得る。異なる糖アル
コールは、シリアル製品の食感に異なる影響を及ぼす。例えば、スナックバーに使用され
るとき、一般に、低分子量の糖アルコールは、長期保管中に軟らかい食感を維持する、よ
り軟質のスナックバーを作製する傾向がある。好適な糖アルコールは、ソルビトール、マ
ルチトール、グリセリン、ラクチトール、マンニトール、イソマルト、キシリトール、エ
リトリトール、および同等物、ならびにそれらの組み合わせから成る群から選択され得る
。
【００４７】
　バインダ原料に１つまたは複数の糖アルコールを使用するとき、バインダ原料は、好適
には、約０．５％（重量）～約５％（重量）の糖アルコールを含む。より好適には、本実
施形態のバインダ原料は、約１％（重量）～約４％（重量）の糖アルコールを含む。
【００４８】
　一実施形態において、糖シロップの使用と同様に、バインダ原料が１つまたは複数の糖
アルコールを含むとき、バインダ原料は、付加的には、１つまたは複数の充填剤を含む。
本開示に使用するための好適な充填剤には、例えば、マルトデキストリン、スターチ、ペ
クチン、ゼラチン、キサンタン、ジェラン、アルギン、グアー、コンニャク、イナゴマメ
、オート繊維、大豆繊維、フラクトオリゴ糖、イヌリン、イソマルトオリゴ糖、小麦デキ
ストリン、トウモロコシデキストリン、エンドウ繊維、およびそれらの組み合わせが挙げ
られる。
【００４９】
　バインダ原料に、糖アルコールとともに１つまたは複数の充填剤が使用されるとき、バ
インダ原料は、好適には、約５％（重量）～約２５％（重量）の糖シロップを含む。
【００５０】
　レシチンはまた、シリアル製品に改善された安定性を提供するために、バインダ原料に
含まれ得る。さらに、レシチンは、改善された潤滑性を提供し、シリアル製品内の水分移
動を制御し得る。
【００５１】
　典型的には、使用の際、バインダ原料は、約０．５％（重量）～約１．５％（重量）の
量のレシチンを含む。特定の一実施形態において、バインダ原料は、約０．９０％（重量
）の量のレシチンを含む。
【００５２】
　シリアル製品の水分移動を制御し、それによって、シリアル製品が時間とともに乾燥し
、硬質かつ脆性になることを防止する際に役立つことができる別の材料は、１つまたは複
数の保湿剤である。保湿剤としてバインダ原料に使用するために特に好ましいものは、グ
リセリンである。
【００５３】
　使用の際、バインダ原料は、典型的には、約１．０％（重量）～約５．０％（重量）の
量の少なくとも１つの保湿剤を含む。特定の一実施形態において、バインダ原料は、約２
．１１％（重量）の量のグリセリンを含む。
【００５４】
　一実施形態における上記の材料に加えて、バインダ原料は、１つまたは複数の塩または
ブライン、酸化防止剤、および保存剤を含み得る。使用の際、塩化ナトリウムおよび塩化
カリウム等の塩は、典型的には、約０．２％（重量）～約１．０％（重量）の量のバイン
ダ原料に含まれる。特定の一実施形態において、バインダ原料は、香味剤および保存剤の
両方として働くように、約０．４５％（重量）の量の塩を含む。
【００５５】
　バインダ原料に含まれ得る他の保存剤には、抗菌性保存剤、酸化防止剤、および金属捕
捉剤が挙げられる。共通の抗菌性保存剤には、ベンゾン酸、ソルビン酸、安息香酸ナトリ
ウム、およびソルビン酸カリウムが挙げられる。
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【００５６】
　含まれるとき、抗菌性保存剤は、典型的には、約０．００５％（重量）～約０．０２％
（重量）の量のバインダ原料に存在する。
【００５７】
　製品内の脂肪酸の安定性をさらに改善する例示的な酸化防止剤は、エチレンジアミン四
酢酸（ＥＤＴＡ）、トコフェノール（ビタミンＥ）、アスコルビン酸（ビタミンＣ）、ビ
タミンＣ塩（例えば、Ｌナトリウム、Ｌアスコルビン酸カルシウム）、ビタミンＣエステ
ル（例えば、アスコルビル－５，６－ジアセタート、アスコルビル－６－パルミテート）
、エトキシキン、クエン酸、クエン酸カルシウム、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ
）、ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、第３級ブチルヒドロキノン（ＴＨＢＱ）およ
び天然酸化防止剤（例えばローズマリー抽出物）等、ならびにその組み合わせを含む。バ
インダ原料に使用するための１つの特に好ましい酸化防止剤は、ＴＢＨＱである。具体的
には、ＴＢＨＱは、本開示のシリアル製品に含まれ得る、殻なしナッツおよび他の高脂肪
材料の酸化を制御するための抗酸化特性を示した。
【００５８】
　配合物に加えられる酸化防止剤の量は、典型的に、加えられる酸化防止剤、さらにはシ
リアル製品中の他の構成要素に依存する。添加される酸化防止剤の例示的な量は、約０．
００５％（重量）～約０．０２％（重量）を含む。特に好ましい一実施形態において、酸
化防止剤は、ＴＢＨＱであり、バインダ原料は、約０．０１％（重量）を含む。

シリアル混合物：
【００５９】
　バインダ原料に加えて、本開示のシリアル製品は、典型的には、乾燥材料から作製され
る、シリアル混合物を含む。シリアル混合物は、１つまたは複数のグレインまたはシリア
ル材料（少なくとも１つのロールドオート、ナゲット／クリスプ微粒子、ドライミリング
されたコーンミール、小麦、米、大麦、およびそれらの組み合わせ等）を含むことができ
る。
【００６０】
　大半のシリアル製品では、ドライミリングされたコーンミールが使用される。コーンミ
ール、あら挽きコーン、コーンフラワー、およびコーンコーンはすべて、ドライミリング
されたデントコーンの異なる形態であり、一般に、粒径分布においてのみ異なる。顆粒の
選択は、シリアル製品の種類および必要とされる加工によって異なる。例えば、きめ細か
い食感およびセル構造、または軟らかい噛み心地には、微細な顆粒のコーンミールが使用
されなければならない。わずかに大きいセル構造を有する歯応えの良い食感には、荒い顆
粒のコーンミールが望ましい。より具体的には、コーンミール内のスターチ（すなわち、
コーンスターチ）は、コーンミールに伴う食感特質および特徴を達成する。これらの特質
は、スターチ内のアミラーゼ／アミロペクチン比を変更することによって変更することが
できる。歯応えおよび強度がシリアル製品に必要とされるときに使用される、高アミラー
ゼまたは高アミロペクチンを有するコーンスターチは、市販で入手することができる。
【００６１】
　別の実施形態において、小麦をシリアル混合物に使用することができる。小麦は、２種
類（硬質および軟質）に分類することができる。硬質小麦は、タンパク質がより高く、よ
り強力な小麦粉を生成する。小麦スターチ粒は、他のグレインスターチと比較して、かな
り大きく（２０～４０μｍ）、典型的には、ベークド製品およびフライ製品に使用される
。
【００６２】
　さらに別の実施形態において、単独または別のシリアルグレインと組み合わせて、米を
シリアル製品に使用することができる。米国において、典型的に作製される４種類の米（
長粒、中粒、短粒、およびもち米）が存在する。米スターチ粒は、すべてのグレインスタ
ーチの中で最小（２～８μｍ）であり、したがって、非常に簡単に消化される。異なる米
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から作製される粉の品種は、物理的および化学的特性において大きな相違点を有し、シリ
アル製品のセル構造および膨張特性に影響を及ぼすことができる。典型的には、米粉は、
マルチグレインシリアル製品の食感を改善することができる。特に好ましい実施形態にお
いて、米は、クリスピーな米の形態でシリアル混合物に使用される。
【００６３】
　別の実施形態において、オート、典型的には、ロールドオートは、シリアル製品のシリ
アル混合物に使用される。従来、オートは、オートがしばしば、高い油分（７～９％）を
有し、かつリパーゼが油の加水分解を触媒し、苦味のある遊離脂肪酸の生成につながるた
め、使用前に不活性化されなければならない酵素リパーゼを含むため、小麦およびコーン
ほど頻繁にはグレインベースのシリアル製品に使用されてこなかった。しかしながら、オ
ートブランが血清コレステロールレベルを低下することができるという近年の発見は、食
品産業において、オート市場を促進させている。
【００６４】
　いくつかのシリアル製品では、大麦を少量で使用して、繊維の追加を提供することがで
きる。大麦は、マイルドな風味を有し、栄養的に、小麦と同様である。大麦スターチ粒は
、他のシリアルグレインと比較して、中～大の大きさである。
【００６５】
　一般に、シリアル混合物は、約５０％（重量）～約８０％（重量）の量のグレインまた
はシリアル材料を含む。例示的一実施形態において、シリアル混合物は、約６５％（重量
）の組み合わせた量のグレイン材料としてオートおよびクリスピーライスを含む。シリア
ル混合物のバランスは、典型的には、下記に説明する果実片および風味剤等の随意の材料
から成る。
【００６６】
　上述のシリアル製品の主な材料（すなわち、バインダ原料および混合物等）に加えて、
シリアル製品は、製品の種々の特性をさらに改善するために、付加的な随意の構成要素を
含み得る。いくかの潜在的な付加的構成要素には、風味剤、ビタミン、ミネラル、ショー
トニング、ケーキ用ショートニング、スクラロース、サッカリン、アスパルテーム、アセ
サルフェーム、カリウム、タウマチン、グリシルリジン、果実片、ナッツ、ツリーナッツ
、およびナッツバター、プロバイオディック、プレバイオティック、膨張剤、ピーナッツ
粉、着色剤、酸化防止剤、濃縮果汁、酸味料（クエン酸およびりんご酸等）、安息香酸ナ
トリウム、ソルビン酸カリウム、ネオテーム、アセサルフェーム、チョコレートリキュー
ル、およびそれらの組み合わせが挙げられる。これらの随意の構成要素は、バインダ原料
もしくはシリアル混合物のいずれかに組み込むことができるか、またはバインダ原料およ
びシリアル混合物の両方に組み込むことができる。
【００６７】
　好適な風味剤には、例えば、ココアパウダー、ピーナッツ風味、バニラ、チョコレート
、果汁風味、およびキャラメルを挙げることができる。風味剤はまた、グレインまたはシ
リアルの特色を含むこともできる。自然および合成風味剤は、本開示のシリアル製品に使
用するために好適である。
【００６８】
　典型的には、使用の際、シリアル製品は、約０．１％（重量）～約５．０％（重量）の
量の１つまたは複数の風味剤を含む。特定の一実施形態において、バインダ原料は、約０
．６％（バインダ原料重量）の量の果実風味剤を含む。この実施形態のシリアル製品は、
約０．３２％（重量）の量の果実風味剤を含む。
シリアル製品を生産する方法：
【００６９】
　さらに、本開示は、ＳＤＡを含むシリアル製品を作製する方法を対象とする。一般に、
本開示のシリアル製品は、ステアリドン酸（ＳＤＡ）強化油を含むバインダ原料を提供す
ること、シリアル混合物を提供すること、およびシリアル混合物をバインダ原料でコーテ
ィングしてシリアル製品を作製することによって生産される。
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【００７０】
　シリアル製品のためのバインダ原料を調製するために、まず、液体糖シロップおよび糖
アルコール等の液体構成要素、任意の液体保湿剤、および任意の液体風味剤または他の随
意の液体構成要素を加熱して、液体流体作製する。典型的には、これらの材料を、約１０
５°Ｆ（４１℃）～約１１０°Ｆ（４３℃）の範囲の温度まで加熱することができる。特
定の一実施形態において、これらの材料は、約１０５°Ｆ（４１℃）の温度までダブルボ
イラー内で加熱される。
【００７１】
　加熱されると、バインダ原料の乾燥材料（例えば、乾燥甘味料、塩等）は、加熱された
液体構成要素と混合される。次いで、混合物はさらに、混合物が約１６０°Ｆ（７１．１
℃）～約１７０°Ｆ（７６．７℃）の温度に達するまで加熱され得る。
【００７２】
　別個の容器内で、ＳＤＡ強化油は、任意の他の液体油、レシチン、および酸化防止剤（
使用の際）と配合される。配合は、食品産業において公知の任意の配合方法を使用して実
施することができる。例えば、配合は、当該技術分野において公知の任意のミキサーを使
用して、または手動の混合により、実施することができる。
【００７３】
　上記の加熱された混合物は、火から外され、ＳＤＡ強化油と配合され得る。いくつかの
実施形態において、バインダ原料に使用される、レシチン、酸化防止剤、および任意の他
の液体油または構成要素等の材料は、加熱された混合物およびＳＤＡ強化油と配合され得
る。典型的には、風味剤がバインダ原料に使用される場合、風味剤は、この時点で加熱さ
れた混合物およびＳＤＡ強化油と混合される。
【００７４】
　繰り返したら、バインダ原料を使用して、乾燥シリアル混合物をコーティングする。シ
リアル混合物は、上述のグレインおよびシリアル材料、ならびにシリアル混合物に使用さ
れる任意の他の随意の材料を、機械または手で混合することにより調製される。バインダ
原料は、シリアル混合物がバインダ原料で十分にコーティングされるまで、シリアル混合
物と混合される。「十分にコーティングされる」とは、シリアル混合物およびバインダ原
料が、実質的に均一の混合物を形成するように混合されなければならないことを理解され
たい。
【００７５】
　シリアル製品が形成されると、シリアル製品は、朝食用シリアル、グラノーラ、および
同等物の形態のまま使用することができる。典型的には、シリアル製品は、約４０％（重
量）～約６０％（重量）のバインダ原料、および約４０％（重量）～約６０％（重量）の
シリアル混合物から成る。特定の一実施形態において、シリアル製品は、約５０％（重量
）のバインダ原料および約５０％（重量）のシリアル混合物から成る。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、バインダ原料およびシリアル混合物が、シリアル混合物
をコーティングするために十分に混合された後、シリアル製品はさらに、ローリングピン
またはドラムを使用してシート状に広げられる。次いで、典型的には、シート状製品は、
シリアル製品のバインダ原料が乾燥するために十分な時間を有することを確実にするため
に、約３０分間の期間、保持される。
【００７７】
　次いで、シート状製品は、スナックバー等のシリアル製品に切り分けられ得る。典型的
には、スナックバーは、食品産業において公知の任意の好適なサイズに切り分けられる。
特定の一実施形態において、スナックバーは、約４２グラムのサイズに切り分けられる。
【００７８】
　一実施形態において、製品は、製品をシート状にし、次いで、少なくとも第１のシート
状シリアル製品を第２のシート状シリアル製品の上に積層することにより、多層スナック
バーに作製される。二層の多層スナックバーとして本明細書に説明するとおり、スナック
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バーは、本開示の範囲から逸脱することなく、３層、４層、またはさらには５層等の２層
以上の層を有するように生産することができることを理解されたい。さらに、多層スナッ
クバーの層は、同一または異なるシリアル製品から成り得る。
【００７９】
　一実施形態において、製品は、スナックバーに梱包される、またはそれに切り分けられ
る前に、風味用または食感用コーティングで被覆または被せられ得る。コーティングは、
上述の製品のいずれかに、風味、食感、および見栄えを加える。コーティングには、キャ
ラメル、ダークチョコレート、ライトチョコレート、ミルクチョコレート、またはホワイ
トチョコレート、ヨーグルト、果実、ナッツ、グレイン、およびシリアル、またはそれら
の任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。一実施形態において、糖を
含有するキャラメルコーティングが使用され、別の態様では、キャラメルコーティングは
、無糖キャラメルであり、マルチトール、マルトデキストリン、バター、カゼイン酸ナト
リウム、天然香味料、塩、グリセロールモノステアレート、および大豆レシチンを含む。
【００８０】
　別の実施形態において、コーティングは、果実コーティングである。例えば、果実コー
ティングは、ラズベリーまたはチェリー等の乾燥果実片を含み得る。果実コーティングは
また、フリーズドライされた果実を含むことができる。製品中のナッツは、ピスタチオ、
アーモンド、ピーナッツ、またはクルミを含むことができるが、任意の種類のナッツ、な
らびに任意の組み合わせのナッツを使用し得る。ナッツはまた、炒られる、および／また
は塩で味付けされ得る。別の実施形態において、コーティングは、グレインまたはシリア
ルを含み、それには、ヒマワリ、芽、アマニ、亜麻、小麦フレーク、米スペルト、カムー
ト、キノア、白ゴマ、大豆、大麦、キビ、オート、ライ麦、およびライ小麦が挙げられる
が、これらに限定されない。
【００８１】
　コーティングは、配合製菓用コーティングまたは非製菓用（例えば、無糖）コーティン
グであることができる。コーティングは、滑らかであることができるか、または固体粒子
もしくは固体片を含有することができる。コーティングは、チョコレート等の製菓用コー
ティング、またはチョコレート風味、ピーナッツバター風味、キャラメル風味、およびヨ
ーグルト風味の製菓用コーティング等の他の製菓用コーティング（すなわち、チョコレー
トの認識基準を満たしていないコーティング）であり得る。
【００８２】
　コーティングは、シリアル製品のすべて、または一部を被覆し得る、例えば、上面また
は側面を被覆することができる。必要に応じて、コーティングは、タンパク質、カルシウ
ム、ビタミン、および他のミネラル等の栄養素添加物を含み得る。
【００８３】
　加えて、上述の多層スナックバーとして、シート状製品の少なくとも２層が採用される
。シート状層は、同一または異なり得る。同一または異なるシート状層は、隣接して存在
し得るか、またはフィリング層により分離され得る。２つのシート状層のみが使用される
とき、単一のフィリング層は、２つのシート状層との間に存在する。３つ以上のシート状
層が使用されるとき、シート状層との間に存在するフィリング層は、同一または異なり得
る。加えて、多層スナックバーは、上述のとおりコーティングで被覆され得る。
【００８４】
　１つまたは複数のフィリング層は、果実フィリング、サンド型クッキークリームフィリ
ング、アイシングフィリング、キャラメルフィリング、チョコレートフィリング、マシュ
マロフィリング、および同等物等の材料から成り得る。本明細書のフィリング層は、適用
時に実質的に硬質の、スナックバーの形成に使用されるシート状シリアル製品のベース層
とは対照的に、適用時に半固体および柔軟である。本明細書の好適なフィリング層の例は
、ピーナッツクリーム層、果実フィリング層（イチゴ、グレープ、リンゴ、バナナ、ラズ
ベリー、ブルーベリー、ミックスベリー、ネクタリン、オレンジ、パイナップル等）、マ
シュマロ、ファッジ、キャラメル、バタースコッチ、アイシング、サンド型クッキークリ
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ームである。
【００８５】
　調製されると、上述の種々のシリアル製品は梱包される。種々の梱包機械は、市場で入
手可能であり、本明細書に説明しない。
【００８６】
　驚くべきことに、発明者は、上述のシリアル製品に遺伝子組み換え植物源からＳＤＡ組
成物を含むことは、ＳＤＡ（１８：４）およびＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）のオメガ
３脂肪酸レベルを増大する上で非常に有効であることを見出した。さらに、大豆油等の植
物源は、製品へより安定した脂肪酸を提供することが発見されている。具体的に、ＳＤＡ
の大豆油は、過酸化物価およびアニシジン価によって測定されるように、安定性試験での
魚油と比較して、酸化するために５～１０倍長い時間がかかるということが示される。
【００８７】
　さらに、オメガ３脂肪酸を有さない従来のシリアル製品と比較して、ＳＤＡを含むシリ
アル製品の外見、香り、風味、食感、および全体の消費者受容性において大差がないこと
が見出された。具体的には、以下の実施例に示すとおり、２ヶ月目におけるＳＤＡ含有ス
ナックバーは、外見、香り、風味、または食感の特質に有意な差異を示さなかった。同様
の結果が、６ヶ月目、９ヶ月目、および１２ヶ月目において見られた。
【００８８】
　さらに、６ヶ月目において、ＳＤＡ含有スナックバーと対照バーとの間のすべての特質
において差異があるが、差異は、競合オメガ３脂肪酸を含むスナックバーおよび対照スナ
ックバーと比較して、ＳＤＡ含有スナックバーと対照バーとの間の範囲は小さかった。同
様の結果が、９ヶ月目および１２ヶ月目において見られた。
本開示の実施形態
【００８９】
　下記の実施例は、本開示の一般的な実施形態を示すために含まれる。以下の実施例に開
示される技術は、本開示の実践において良好に機能することが発明者によって見出された
技術に相当し、それ故に、その実践のために好ましい様式を構成すると見なされ得るとい
うことが当業者に理解されるはずである。しかしながら、本開示を踏まえて、開示される
特定の実施形態において、多くの変更がなされ得、本開示から逸脱することなしに同等ま
たは類似の結果を取得し得るということが、当業者には理解されるはずである。
【００９０】
　本明細書で開示され、特許請求される全ての組成物および方法は、本開示を踏まえて、
過度の実験なしに、なされ、遂行され得る。本開示の組成および方法が、好ましい実施形
態の観点から説明されているが、本開示の概念および範囲から逸脱することなしに変更が
加えられ得るということが当業者には明白となるだろう。
【００９１】
　下記の例において、ＳＤＡを含有する、遺伝子組み換えの大豆油が使用された。トウモ
ロコシまたはキャノーラ等の他の遺伝子導入植物に由来する油を使用する場合、類似の結
果が取得されるであろう。　　
実施例１：スナックバー－１２ヶ月の研究
【００９２】
　１２ヶ月の研究を実施して、対照のスナックバー（すなわち、ＳＤＡを有さない従来の
スナックバー）および、代替的または競合的オメガ３脂肪酸を使用する他のスナックバー
と比較して、ＳＤＡを含有するスナックバーが、同等の感覚的保存期間を有したかどうか
を判定した。
【００９３】
　分析されたスナックバーの組成物を表３～８に示す。
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【００９４】
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【００９５】
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【００９６】
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(23) JP 5701290 B2 2015.4.15

10

20

【表６－２】

【００９７】
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【００９８】
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【表８－２】

【００９９】
　シロップ流体を作成するために、約１０５°Ｆ（４１℃）の温度までダブルボイラー内
で、グリセリンおよび蜂蜜とともに、高フルクトースシロップおよび高マルトース７シロ
ップを加熱することにより、スナックバーを調製した。次いで、糖、結晶性フルクトース
、塩を、シロップ混合物に添加し、混合した。次いで、Ｍ１００を、混合物中で配合し、
混合物が約１６０°Ｆ（７１．１℃）～約１７０°Ｆ（７６．７℃）の温度に達するまで
、混合物をさらに加熱した。混合物を火から外し、オメガ３強化油（ある場合）、大豆油
、ＴＢＨＱ、およびレシチン等の配合油を添加した。最後にベリー風味剤を添加して、バ
インダ原料を生産した。
【０１００】
　バインダ原料が生産されると、シリアル混合物を、バインダ原料と混合し、それによっ
て、バインダ原料でシリアル混合物をコーティングした。次いで、コーティングされたシ
リアル製品をシート状に広げ、約３０分間放置した。最後に、シート状シリアル製品を、
約４２グラムのサイズを有するスナックバーに切り分けた。
【０１０１】
　研究の期間にわたって、スナックバーを、７３°Ｆ（２２．８℃）の温度で保管した。
次いで、スナックバーサンプルを官能分析に提出した。
【０１０２】
　訓練された審査員団（５）が、配合物間を良好に区別する鍵となる記述的特質を特定し
、定義するための討論および訓練セッションに参加した。続く格付けセッションで、審査
団は、それぞれの特質の把握した強度を格付けするために、口頭によるアンカーを用いる
、官能スペクトラム分析を使用した。それぞれのパネリストは、１２ヶ月の期間にわたっ
て、６つの時点（例えば、０ヶ月目、２ヶ月目、４ヶ月目、６ヶ月目、９ヶ月目、および
１２ヶ月目）における、それぞれのサンプルの１つの複製を評価した。味のついていない
クラッカーおよびミネラルウォーターが、試料の間の口直しとして使用された。試料は、
味見され、噛まれ、次に飲み込まれずに、吐き出された。
【０１０３】
　配合物について示された感覚的特質および定義は、以下であった。
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【０１０４】
　加えて、１２ヶ月の期間中の５回の期間（例えば、２ヶ月、４ヶ月、６ヶ月、９ヶ月、
および１２ヶ月）後のスナックバーの品質変化の割合、つまり、対照スナックバーの初期
の評価からそれぞれの期間の最後までのそれぞれのスナックバーサンプルの品質的差異も
また、分析した。
【０１０５】
　官能分析の結果を表９～１４に要約する。対照スナックバーと比較して、最初にＳＤＡ
含有スナックバーで認識された差異は、香りに伴ったが、ある程度の風味まで、全体的に
、特質のうちのいずれかにおいて有意な差異は存在しなかった。同様の結果が２ヶ月目に
見られた。４ヶ月目に、ＳＤＡ含有スナックバーと対照バーとの間のすべての特質におい
てわずかな差異が存在するが、差異は有意ではなく、代替的オメガ３脂肪酸を含むスナッ
クバーと比較して、ＳＤＡ含有スナックバーと対照バーとの間の差異は、より小さい範囲
であった。６ヶ月目、９ヶ月目、および１２ヶ月目に、差異は、対照バーと比較した、代
替的オメガ３脂肪酸を含むスナックバーの差異と比較して、ＳＤＡ含有スナックバーと対
照バーとの間の範囲はより小さかった。
【０１０６】
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スケール範囲０～１５
【０１０７】
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スケール範囲０～１５
【０１０８】
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【表１１－１】
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スケール範囲０～１５
【０１０９】
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【表１２－１】
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スケール範囲０～１５
【０１１０】
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【表１３－１】



(38) JP 5701290 B2 2015.4.15

10

【表１３－２】

スケール範囲０～１５
【０１１１】
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【表１４－２】

スケール範囲０～１５
【０１１２】
　結論：保存期間を通して、ＳＤＡを有するスナックバーの特質は、対照スナックバーと
酷似した。競合する１組のオメガ３油で作製されたスナックバー（すなわち、代替的オメ
ガ３脂肪酸含有油／粉末）と比較して、ＳＤＡを有するスナックバーの１２ヶ月の保存期
間後の異風味は、対照スナックバーと有意に異ならなかったが、オメガ３油の代替的形態
はすべて、対照と有意に異なった。同様の結果は、ＳＤＡを有するスナックバーが、代替
的オメガ３源よりも対照スナックバーとほとんど異ならなかった異様な香りで得られた。

実施例２：スナックバー－ヘドニック研究
【０１１３】
　消費者が、対照スナックバー、および実施例１のオメガ３油／粉末を含むスナックバー
の両方の全体の風味の全体の好き嫌い度を評価する、ヘドニック研究を実施した。
【０１１４】
　具体的には、実施例１の訓練されたパネリストは、対照スナックバー、および実施例１
の２０％（重量）のＳＤＡ油を含むスナックバーの両方の風味および食感の好き度を判定
するように依頼された。結果を表１５に列挙する。
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【表１５】

＊好き度スケール：９＝非常に好き、８＝かなり好き、７＝程よく好き、６＝少し好き、
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５＝どちらでもない、４＝少し嫌い、３＝程よく嫌い、２＝かなり嫌い、１＝非常に嫌い
。
【０１１５】
　研究結果は、対照スナックバーと、ＳＤＡ強化油を含むスナックバーとの間の全体の風
味の好き度において統計的に有意な差異が存在しなかったことを示した。故に、ＳＤＡを
強化したスナックバーは、対照バーと同様に許容可能であり、好まれる。
【０１１６】
ＲＥＦＥＲＥＮＣＥＳ
本出願の上記及び下記における引用文献は、参照により具体的に本明細書に組み入れられ
る。
１．　Ｈａｒｒｉｓ　ＷＳ，　ＤｉＲｉｅｎｚｏ　ＭＡ，　Ｓａｎｄｓ　ＳＡ，　Ｇｅｏ
ｒｇｅ　Ｃ，　Ｊｏｎｅｓ　ＰＧ，　ａｎｄ　Ｅａｐｅｎ，　ＡＫ　（２００７）　Ｓｔ
ｅａｒｉｄｏｎｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｉｎｃｒｅａｓｅｓ　ｔｈｅ　Ｒｅｄ　Ｂｌｏｏｄ　Ｃ
ｅｌｌ　ａｎｄ　Ｈｅａｒｔ　Ｅｉｃｏｓａｐｅｎｔａｅｎｏｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｏｎｔ
ｅｎｔ　ｉｎ　Ｄｏｇｓ，　Ｌｉｐｉｄｓ　４２：３２５-３３．
２．　Ｊａｍｅｓ，　Ｍ．Ｊ．，　Ｕｒｓｉｎ　Ｖ．Ｍ．，　ａｎｄ　Ｃｌｅｌａｎｄ　
Ｌ．Ｇ．　（２００３）　Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　ｏｆ　ｓｔｅａｒｉｄｏｎｉｃ　ａｃ
ｉｄ　ｉｎ　ｈｕｍａｎ　ｓｕｂｊｅｃｔｓ：　　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｗｉｔｈ　ｔ
ｈｅ　ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　ｏｆ　ｏｔｈｅｒ　ｎ－３　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄｓ．　
　ＡＭ　Ｊ　ＣＬＩＮ　ＮＵＴＲ　２００３；７７：１１４０-５．
３．　Ｍｉｌｅｓ　ＥＡ，　Ｂａｎｅｒｊｅｅ　Ｔ．　ａｎｄ　Ｃａｌｄｅｒ，　Ｐ．Ｃ
．　（２００４），　Ｔｈｅ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｃｏｍ
ｂｉｎａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｇａｍｍａ－ｌｉｎｏｌｅｎｉｃ　ａｃｉｄ，　ｓｔｅａｒ
ｉｄｏｎｉｃ　ａｃｉｄ　ａｎｄ　ＥＰＡ　ｏｎ　ｉｍｍｕｎｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｉ
ｎ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｙｏｕｎｇ　ｍａｌｅ　ｓｕｂｊｅｃｔｓ．　ＢＲ　Ｊ　ＮＵＴＲ
．　２００４　Ｊｕｎ；９１（６）：８９３－９０３．
４．　Ｕｒｓｉｎ　Ｇ．　ｅｔ　ａｌ．，　（２００３），　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　ｏｆ　ｐｌａｎｔ　ｌｉｐｉｄｓ　ｆｏｒ　ｈｕｍａｎ　ｈｅａｌｔｈ：　　Ｄｅｖｅ
ｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｌａｎｄ－ｂａｓｅｄ　ｏｍｅｇａ－３
　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄｓ．　　Ｊ．　ＮＵＴＲ．　１３３：４２７１－４２７４．
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